
〈広告〉

お知らせ

　子どもたちが愛着をもち、相談・来訪
しやすい相談室としていくため、「子ど
もの権利相談室」の愛称を募集し、応募
作品の中から子どもたちの投票により

「とまちゃんち」に決定しました。
　これからも子どもたちの大切な権利を
守るための活動に励みますので、皆さん
のご支援、ご協力をお願いします。
問    人権推進課  ( ☎ 590-5011）

子どもの権利相談室の愛称が
「とまちゃんち」に決定

　女性に対する暴力をなくす
運動として、皆さんの協力で
タペストリー（壁掛け）を完成させる
キャンペーンを実施します。タペスト
リーは、県内 32 市町を巡回します。
期  12 月 28 日（木）～令和 6 年 1 月 9 日（火）
場    市役所
問    人権推進課  ( ☎ 594-5506）

パープルリボンキャンペーン
に参加しませんか

　年末は人や車の動きが慌ただしくな
り、交通事故の多発が懸念されます。人
も車も自転車も、交通ルールとマナーを
守り、交通事故を防止しましょう。
問   くらし安全課交通・防犯担当
　（☎ 594-5522）

12月１日～14日
冬の交通事故防止運動

　市では、閉校となった栄小学校を活用した「北本
市栄市民活動交流センター」の整備を行っています。
　コンセプトである「楽しみと生きがいのある暮ら
しを応援する、未来につなぐ緑ある交流拠点」の通り、
多くの皆さんに親しまれる施設とするため、施設の
活用方法や事業の企画等について自由に意見を交換
するワークショップを開催します。
　ワークショップでは意見交換のほか、過日募集し
た栄市民活動交流センターの愛称の一次選考を実施
予定です。

時令和６年１月 20 日、２月３日・17 日の土曜日 10：00 ～ 11：30　場旧栄小学校
対市内在住・在勤・在学の 18 歳以上で、３回のワークショップ全てに参加できる人　 定  若干名
申 問  12 月 22 日（金・必着）までに応募フォームまたは各地区公民館・担当課で配布する応募用紙
　に必要事項を記入し、交流センターに期待すること等についての作文 200 字程度を添えて、生涯
　学習課生涯学習担当  (〒364-8633 住所記載不要、☎ 594-5567）へ郵送または直接。

【募集】栄市民活動交流センターワークショップ参加者

◀各市町を巡回する
　 タ ペ ストリー。　

担当窓口でリボン
を受け取って参加
できます。

【募集】栄市民活動交流センター

応募フォーム
はこちらから▶

まずはお気軽にお電話ください。（8：00 ～ 19：00）

TEL048（538）7874
ケータイ080（5058）2635

鴻巣市原馬室422-6
（担当　くぼた）

●不要品片づけ作業
●住まいの修理
●網戸・障子・襖
●室内外の簡易作業

●庭木の剪定・伐採・抜根
●引越・荷物運び
●家具移動･組立・各種解体
●ハウスクリーニング
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【募集】　パブリック・コメント
　次の計画案等について、市民の皆さんの意見を募集します。計画案等は、市ホー
ムページ、担当課および市政情報コーナーで閲覧することができます。

意見の提出方法　住所・氏名・電話番号（ＦＡＸ番号またはメールアドレス）を記入し、次の方法で提出してください。
　①郵送（〒 364-8633 住所記載不要）
　②ＦＡＸ　
　③直接窓口（書面による提出）
　④市ホームページ　
　※ ①～③による場合は、「北本市パブリック・コメント手続意見提出書」
　　を使用して提出してください。

各計画案等の公表
期間になるとリンク
が表示されます▶

公表・意見募集期間　12 月 15 日（金）～令和６年１月 15 日（月）

計画案等
北本市国民健康保険データヘルス計画
及び北本市特定健康診査等実施計画
（令和６年度～令和 11年度）

第二期北本市みんな
いきいき！健康なまち
づくりプラン

第二期北本市
自殺対策推進計画

北本市マンション
管理適正化推進計画

担当課・
問合せ

保険年金課国民健康保険担当
（☎ 594-5541・ FAX592-5997）

健康づくり課
健康増進担当

（☎ 511-7704・ 
FAX592-3367）

健康づくり課
保健予防担当

（☎ 594-5545・ 
FAX592-3367）

都市計画政策課
営繕・住宅担当

（☎ 594-5551・
FAX592-4925）

公表・意見募集期間　11 月 29 日（水）～ 12 月 28 日（木）

計画案等 第２次北本市子ども
読書活動推進計画

第四次北本市
生涯学習推進計画

北本市犯罪被害者等
支援条例

担当課・
問合せ

生涯学習課生涯学習担当
（☎ 594-5567・FAX593-5985）

くらし安全課
交通・防犯担当

（☎ 594-5522・
ＦＡＸ 592-5997）

公表・意見募集期間　12 月 21 日（木）～令和６年 1 月 19 日（金）

計画案 北本市第七期障害福祉計画
北本市第三期障害児福祉計画

担当課・
問合せ

障がい福祉課相談支援担当
（☎ 594-5535・ FAX593-2862）

パブリック・コメントとは

　市民生活に広く影響を及ぼす市政の
基本的な計画・条例等を立案する際に、
その案の趣旨や内容等を公表し、市民
の皆さんから提出された意見を考慮し
て意思決定を行う制度です。市の政策
形成過程の透明性・公平性の向上と、
市民の皆さんの市政への参加促進を目
的としています。

北本市役所　☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997北本市役所　☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997
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